
メキシコ大統領が、2021年度の予算案(法案)を議会に提出しました。2020年度案と比較する
と本法案の国際課税への影響は少なく、課税の行政および執行に関する問題を対処するも
のであり、増税や新しい税務概念は含まれていません。 

予算案の法制化には、メキシコ議会両院の議論と採決が必要ですが、採決による承認は2020
年10月31日までに行う必要があります。承認の後、予算案は大統領に送られ、その署名後官
報に掲載されます。予算案は同日法制化され、2021年1月1日に法制化される見込みです。納
税者と投資家は、これら立法過程における法案の内容に留意する必要があります。 
本税務アラートは、外国人投資家に最も関連する条項に焦点を当てております。  
 

連邦財政法 

一般的租税回避防止規定 （GAAR） 

2019年12月9日に制定された税制改正では、納税者が事業目的または実態を欠いた（迂回）
取引を行う場合、税務当局が当該取引を税務上の対象取引として再度特定する事が出来る
一般的租税回避防止規定（GAAR）を定めております。  昨年来のGAARでは本規定の適用に
よる納税者への刑事上の懲罰が生じることはないと述べられていますが、今回の法案では、こ
の条文が犯罪捜査または告発を妨げるものではないことを明確にしています。 
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分社化 

メキシコでは税務上特定の要件を満たす場合、分社化は資産の非課税譲渡として扱われま
すが、この取扱いの濫用が認められたため、予算案は、分社化前に存在しなかった引当金ま
たは会計仕訳が発生するなど、分社化が関係する企業のいずれかで株主資本が増加する場
合、分社化を課税対象の譲渡として扱うものとしています。従前の分社化に関する税法ですべ
ての要件が満たされている場合でも、上記該当取引の場合には課税対象の譲渡として扱われ
ます。 

共同責任 

また法案では課税対象の譲渡と見做される分社化に対し共同責任を適用するとしています。
共同責任は、メキシコ国外関連者がメキシコ居住企業との取引の結果として恒久的施設を生
じたと見做された場合にも適用されます。 

その他の連邦財政法に対する修正案 

また、法案には、以下の条項も含まれます。 

• 還付手続きの調整（例：メキシコの税務当局が所在を特定できないまたは住所を確認で
きない納税者について、還付請求を取り下げとする等） 

• 移転価格における罰金減額の廃止 
• 請求書のデジタル印章証明の取消しおよび再発行の手順変更 
• 税務調査実施における情報収集のための税務当局による技術ツールの使用（例：カメ

ラ、ビデオカメラ、テープレコーダー、携帯電話の使用） 
• 税務当局が貿易に関連する電子税務調査を完了しなければならない期限の延長 
• 国内仲裁プロセスにおける最終合意手続き（Conclusive Agreement）の変更 
• 電子請求書発行要件の変更 

法人税 

マキラドーラ制度 

マキラドーラ税制は、2014年度税制改正の当初の意図を強化する為、関連条文の文言が若
干変更されるましたが、この文言変更により、移転価格規則順守のため、マキラドーラ制度で
はセーフハーバー手法の適用、または事前確認（APA）を確実に行うことが強化されます。 

また、関税の観点から、法案による「密輸品」の定義が拡大され、とりわけ、マキラドーラまたは
IMMEX制度の下で一時的に輸入された機械設備（のみならず他対象品）について、一時輸入
を超える期間で海外に輸出されない場合には関税制度の変更を要請される事となります。 

非営利団体 

この法案では、税控除の寄付を受けることを認められた非営利団体および信託の、寄付に関
連する活動以外の活動から受ける事が出来る収入が制限されます。非営利活動とは無関係
な活動からの収入の限度額は総収入の50％までとなります。 

付加価値税 

デジタルサービス 

非居住者であるデジタルサービスプロバイダーに対する規則が拡張され、従前に加えて法令
順守違反として厳しく扱われる場合があります。2019年度の税制改正の一環として、メキシコ
は居住者への一定の物品やサービスの販売について、非居住者のデジタルサービスプロバイ
ダーに対しVATの登録、徴収、報告を義務付けています。さらに、プラットフォームを介して物品
やサービスの購入仲介者として機能する非居住者のデジタルサービスプロバイダーは、プラ
ットフォームを介して対価が支払われる物品やサービスについてVATを徴収する義務がありま
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す。現在の規則では、これらの取引で徴収されたVATは、売り手がメキ
シコ居住者である場合にのみ、源泉徴収として税務当局に納付する必
要があります。本法案はこの義務を拡大し、売り手が非居住者である
取引でもVATを源泉徴収として納付しなければなりません。その場合、
仲介プラットフォーム業者は、ユーザーの要求に応じて請求書を発行
する義務も生じます。   

現在、中古品の販売に関与する仲介者は、VATを登録、徴収、報告する
必要はありませんが、この法案法では、中古品販売の仲介者のVAT義
務除外は廃止され、すべてのVAT義務の順守が求められます。 

VAT登録およびコンプライアンス規則に準拠していないと判断された
非居住者のデジタルサービスプロバイダーを、メキシコの電気通信ネ
ットワークからブロックする規則も含まれています。  
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